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(57)【要約】
【課題】　保護メガネを着用した状態では表示画面の視
認性が低下し、操作ミスが発生する恐れが合った。
【解決手段】　表示画面を備えた表示部と、表示制御部
と、を有し、表示制御部が、眼用装着具の装着状態を示
す装着情報に基づいて、表示画面の輝度およびカラーマ
ップの少なくとも一方を設定する表示システム。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面を備えた表示部と、
　表示制御部と、を有し、
　前記表示制御部は、眼用装着具の装着状態を示す装着情報に基づいて、前記表示画面の
輝度およびカラーマップの少なくとも一方を設定すること
　を特徴とする表示システム。
【請求項２】
　前記装着情報を取得する装着情報取得部をさらに備えることを特徴とする請求項１に記
載の表示システム。
【請求項３】
　前記装着情報取得部は撮像部を有し、
　前記装着情報取得部は、前記撮像部で取得された画像から前記装着情報を取得すること
を特徴とする請求項２に記載の表示システム。
【請求項４】
　前記眼用装着具が有色の光透過部を備える場合に、前記装着情報取得部は、前記光透過
部の色に関する情報をさらに取得することを特徴とする請求項２または３に記載の表示シ
ステム。
【請求項５】
　前記装着情報取得部は、前記眼用装着具から前記装着情報を受信する受信部を有するこ
とを特徴とする請求項２に記載の表示システム。
【請求項６】
　前記装着情報取得部は、操作者による前記装着情報の入力を受け付ける入力部をさらに
備えることを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の表示システム。
【請求項７】
　タブレット状端末として構成されたことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記
載の表示システム。
【請求項８】
　前記装着情報は、前記眼用装着具が操作者によって着用されているか否かを示す情報で
あることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の表示システム。
【請求項９】
　眼用装着具であって、
　ユーザによる前記眼用装着具の装着状態を示す装着情報を送信する送信部を備えたこと
を特徴とする眼用装着具。
【請求項１０】
　前記眼用装着具の装着状態を検知する装着状態検知手段をさらに備えることを特徴とす
る請求項９に記載の眼用装着具。
【請求項１１】
　前記装着状態検知手段は、感圧センサおよびカメラの少なくとも一つを有することを特
徴とする請求項１０に記載の眼用装着具。
【請求項１２】
　前記眼用装着具は有色の光透過部を有し、
　前記送信部は、前記光透過部に関する情報をさらに送信すること
　を特徴とする請求項９～１１のいずれか１項に記載の眼用装着具。
【請求項１３】
　表示部を備えた表示システムの制御方法であって、
　眼用装着具の装着状態を示す装着情報の入力に基づいて、前記表示部の輝度及びカラー
マップの少なくとも一方を設定すること
　を特徴とする表示システムの制御方法。
【請求項１４】
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　前記装着状態の入力および前記眼用装着具が有する光透過部の色に関する情報の入力を
、　前記表示部により促すことを特徴とする請求項１３に記載の表示システムの制御方法
。
【請求項１５】
　前記装着状態の入力が行われた後に、前記光透過部の色に関する情報の入力を前記表示
部により促すことを特徴とする請求項１４に記載の表示システムの制御方法。
【請求項１６】
　撮像部により取得された画像から、前記眼用装着具の装着状態を判定することを特徴と
する請求項１３～１５のいずれか１項に記載の表示システムの制御方法。
【請求項１７】
　撮像手段により取得された画像から、前記眼用装着具が有する光透過部の色に関する情
報を取得することを特徴とする請求項１３～１６のいずれか１項に記載の表示システムの
制御方法。
【請求項１８】
　前記眼用装着具から入力された装着状態及び前記眼用装着具が有する光透過部の色に関
する情報に基づいて、前記表示部の輝度及びカラーマップの少なくとも一方を設定するこ
とを特徴とする請求項１３～１７のいずれか１項に記載の表示システムの制御方法。
【請求項１９】
　複数のカラーマップの中から、前記設定するカラーマップを選択することを促すことを
特徴とする請求項１３～１８のいずれか１項に記載の表示システムの制御方法。
【請求項２０】
　前記眼用装着具がユーザに装着された状態であると判定した場合に、
　前記表示システムと連動する、レーザー光源を備えた測定装置に対して、レーザー光源
からのレーザー光の射出を許可する信号を送信することを特徴とする
　請求項１３～１９のいずれか１項に記載の表示システムの制御方法。
【請求項２１】
　前記測定装置は、光音響装置である請求項２０に記載の表示システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示システム、眼用装着具、および表示システムの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　強度の高いレーザー光を射出する装置を利用する際に、レーザーの直接光あるいは散乱
光から目を守るための装着具として、レーザー安全ゴーグルがある。
【０００３】
　レーザー安全ゴーグルは、強度の高いレーザー光を目に照射させないため、一部の波長
帯域の光の透過率を低減させる働きをする。特許文献１には、保護メガネを装着して照射
を行う手持型レーザ装置の詳細が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１２４７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に、保護メガネは、レーザー光の一部の波長帯域だけでなく、可視光の波長帯域
の一部の光の透過率も低減するように着色されている。操作者が、着色されたレンズを有
する保護メガネを装着した状態では、操作者には、パソコンやタブレットなどの表示画面
の輝度が低下して見えたり、レンズと同系色のＵＩ（たとえばボタン）が見づらかったり
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する。つまり、操作者にとっては表示画面の視認性が低下し、その結果、ＵＩの操作ミス
が発生するおそれがあった。
【０００６】
　上記問題に鑑みて、本発明は、操作者が保護メガネを装着した状態で表示画面を見た場
合に、色の混合によって生じる視認性の低下を抑制し、ＵＩを容易に操作できる表示シス
テム、眼用装着具、および表示システムの制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る表示システムは、表示画面を備えた表示部と、表示制御部と、を有し、前
記表示制御部は、眼用装着具の装着状態を示す装着情報に基づいて、前記表示画面の輝度
およびカラーマップの少なくとも一方を設定することを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る眼用装着具は、ユーザによる前記眼用装着具の装着状態を示す装着情報を
送信する送信部を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る表示システムの制御方法は、眼用装着具の装着状態を示す装着情報の入力
に基づいて、表示部の輝度及びカラーマップの少なくとも一方を設定することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１０】
　眼用装着具を装着した操作者に対しても、表示画面を見た場合に、色の混合によって生
じる視認性の低下を抑制し、ＵＩを容易に操作することができる
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示システムの構成を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示システムの処理フローを示すフローチャートであ
る。
【図３】本発明の一実施形態に係るカラーマップの作成方法を説明するための模式図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態に係る表示システムの構成を示す模式図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る表示システムの構成を示す模式図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る表示システムの構成を示す模式図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る表示システムの構成を示す模式図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る表示システムの処理フローを示すフローチャートであ
る。
【図９】本発明の一実施形態に係る表示システムの構成を示す模式図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る表示システムの構成を示す模式図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る表示システムの処理フローを示すフローチャートで
ある。
【図１２】本発明の一実施形態に係る表示システムの処理フローを示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。同一の構成要素には原則
として同一の符号を付して、説明を省略する。
【００１３】
　以下、本発明の各実施形態について説明する。下記で説明する各実施形態はいずれも例
示的なものにすぎず、本発明をこれに限定するものではない。本発明の技術的思想から逸
脱しない限り、下記に例示した実施形態を様々に変更してもよい。なお、本発明は表示シ
ステムのみに限定されるものではなく、表示システムの制御方法や、それを実行ためのプ
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ログラムとしても実施され得る。
【００１４】
　［第１の実施形態］
　第１の実施形態では、表示システム６と、表示システムを操作することにより動作を制
御できるレーザー装置Ｌとを含むレーザーシステムを説明する。
【００１５】
　（全体的な装置構成）
　第１の実施形態は、表示システムのＵＩ上に表示されている眼用装着具着用ボタンを操
作者が押下すると、表示システムのカラーマップをその眼用装着具の色に対応するカラー
マップに変更して表示するものである。以下では、眼用装着具は赤色光を透過させる有色
レンズを有色の光透過部として持つレーザー安全ゴーグルを例にとって説明する。本実施
形態における表示システムである携帯電子タブレットにレーザー安全ゴーグルの情報を入
力すると、レーザー安全ゴーグルの光透過部の色にしたがって、タブレットの表示画面の
カラーマップが変更されるものとして説明を行う。なお、本明細書においては、便宜上、
光を収束あるいは発散させる効果を奏しないものもレンズと称する。
【００１６】
　本実施形態によれば、レーザー安全ゴーグルのような有色の光透過部を持つ眼用装着具
を装着した状態でタブレットなどのＵＩを見た場合でも、光透過部の色とＵＩの色との混
合による視認性低下を低減できる。これにより、操作者はタブレット上のＵＩを容易に操
作することができ、操作ミスを低減することができる。
【００１７】
　図１は本実施形態のレーザーシステムの構成を示す模式図である。ここでは、表示シス
テム６とレーザー装置Ｌのほか、レーザーシステムおよび表示システムの一部を構成する
ものではないが、操作者１と眼用装着具２も示している。本実施形態の表示システム６は
、情報取得部３、表示制御部４、表示部５を備える。操作者１が眼用装着具２を装着し、
眼用装着具２の装着情報と色情報を情報取得部３に入力すると、表示制御部４は、入力さ
れた情報に基づいてカラーマップを変更し、表示部５に表示部５で表示される表示画面を
更新する。
【００１８】
　眼用装着具２は、表示システム６を構成するものではないが、本実施形態に関係するの
で詳述する。眼用装着具２は、眼に入射する光線のうち、特定の帯域の強度を低減する目
的のものであることが望ましい。特定の帯域とは、可視光線や近赤外、紫外など、光のど
の帯域の強度を低減する目的のものでもよい。具体的にはレーザー安全ゴーグルやサング
ラス、コンタクトレンズなどであるが、形式によらず上記目的を達成するための装着具で
ある。また、上記目的を達成するものでなくても、装着具を通過した光線の一部の帯域の
強度が低減、増幅など変化しているものに関しても該当する。また、装着具の形式をとっ
ておらず、色付きフィルムや色付きガラスに対しても同等のものとして考えることができ
る。その場合は、人間の目がそれらフィルム越しに見るディスプレイなどが表示システム
に対応する。
【００１９】
　より具体的には、想定するレーザーとしては、固体レーザー、ガスレーザー、色素レー
ザー、半導体レーザーなど様々なレーザーが挙げられる。特に、Ｎｄ：ＹＡＧレーザーや
アレクサンドライトレーザーなどのパルスレーザーがより望ましい。また、Ｎｄ：ＹＡＧ
レーザー光を励起光とするＴｉ：ｓａレーザーやＯＰＯ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐａｒａｍｅ
ｔｒｉｃ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｓ）レーザーを用いてもよい。また、レーザーの代わり
に発光ダイオードなどでもよく、様々な帯域のレーザーに対応する。
【００２０】
　サングラスの場合は、ブラウンやブラック、イエローや調光レンズなどが相当するが、
眼に入る光線の強度を低減させるような形式であれば、その他どのような形式のものでも
よい。コンタクトレンズの場合も同様に、瞳孔部分に色が付いているものであるが、眼に
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入る光線の強度を低減させるような形式であれば、その他どのような形式のものでもよい
。
【００２１】
　下記では、情報取得部３、表示制御部４、表示部５について説明した後に、図２を参照
しながら処理フローを説明する。下記では、特記しない限り、眼用装着具の色あるいは色
情報とは、眼用装着具が有する光透過部の色あるいは色情報を意味するものとする。
【００２２】
　（情報取得部３）
　情報取得部３は、操作者１が入力した眼用装着具２の装着情報と色情報を取得し、それ
らを表示制御部４に送信する。装着情報の一例としては、眼用装着具２が着用されている
か否かを示す情報である。たとえば、眼用装着具２が適切に操作者１に着用されているか
否かを検知するセンサを眼用装着具２に設け、このセンサの検知結果を装着情報として表
示制御部４に送信するようにしてもよい。
【００２３】
　眼用装着具２の色情報は、白色光が眼用装着具を通過した際に吸収されずに残る透過ス
ペクトル情報であることが望ましい。眼用装着具がレーザー安全ゴーグルやサングラスの
場合はその光透過部の各周波数帯域での入射光に対する強度変化割合である透過スペクト
ル情報であることが望ましい。
【００２４】
　しかし、透過スペクトル情報に限らず、可視光が眼用装着具の光透過部の一部の領域を
通過した際の各波長での強度変化割合や、光透過部の単色のＲＧＢ色情報などでもよい。
また、ここでは光が眼用装着具２の一部の領域を透過することで、特定の帯域の光の強度
が低減する場合を説明した。しかし、眼用装着具２の一部の領域を透過することで、特定
の帯域の光の強度が増大する場合などに対しても、透過スペクトル情報や可視光が眼用装
着具の光透過部の一部の領域を通過した際の各波長での強度変化割合を用いてもよい。さ
らには、光透過部あるいは眼用保護具の種類を示す情報を色情報としてもよい。たとえば
、表示システム６の不図示の記憶部に、眼用保護具の種類と対応付けたＩＤと、そのＩＤ
毎に光透過部の色を示す情報や適用すべき輝度やカラーマップの情報を記憶させておく。
そして、ＩＤを取得したら、対応する輝度やカラーマップを選択すれば、同じ機能を実現
できる。
【００２５】
　眼用装着具２の装着情報は、表示システムを使用している操作者１が、眼用装着具２を
装着しているか否かの情報であってもよい。本実施形態では、１人の操作者１が、自身が
眼用装着具２を装着したか否かという情報を、表示システムに入力することを想定して説
明する。
【００２６】
　情報取得部３は、電子タブレット状端末画面上のＵＩや、コンピュータとマウス、ディ
スプレイで構成される装置においてコンピュータとマウス、ディスプレイ上のＵＩによっ
て構成されてもよい。表示画面上に表示された、レーザー安全ゴーグルを装着している際
に押下するためのボタンや、変更するカラーマップを選択するためのボタンなどを、操作
者が選択するように構成しても良い。
【００２７】
　（表示制御部４）
　表示制御部４は、表示部５で使用するカラーマップや輝度データを保持し、情報取得部
３が取得した情報に基づいて、表示部５に適用すべきカラーマップや輝度データの情報を
送信する。
【００２８】
　表示部５で使用するカラーマップは、光透過部の色を混合した際に適切なコントラスト
を保てるようなカラーマップを、光透過部の色ごとに事前に作成し、不図示の記憶部に保
持していてもよいし、操作者の光透過部の色の入力に対してその都度作成してもよい。
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【００２９】
　ここでいうカラーマップとは、ＨＳＶ、ＨＳＬ、ＲＧＢ、ＣＭＹなど、色相や彩度、明
度、もしくは色の３原色や光の３原色などを用いて、下記方法などで算出される色空間で
あることが望ましい。さらに、これらの色空間中から１０色や２５６色、１００００色な
ど、抽出した有限数の色から構成されるものでもよい。
【００３０】
　カラーマップの作成方法の一例を、図３を用いて説明する。ここでは、透過スペクトル
が既知の赤色の有色レンズを有するレーザー安全ゴーグルに対するカラーマップの作成方
法を例にとって説明する。
【００３１】
　まず、レーザー安全ゴーグルの有色レンズの透過スペクトルを取得する。これはゴーグ
ルのスペックシートなどから取得してもよいし、自分でスペクトルを測定した結果を用い
てもよい。ここではスペックシートから取得する場合を考える。本例の有色レンズの透過
スペクトル１０１によると、紫外から６００ｎｍ程度までの透過率はほぼ０％である。次
に、円錐モデルのＨＳＶ色空間を１０００などの有限数領域に分割し、それらの領域の代
表色を決定する。代表色の決定方法は、領域の中央の色であるのがより望ましいが、領域
を座標などに換算して、座標の平均値の点の色などを取得してもよいし、どのような方法
でも良い。そして、それらの各色のスペクトルを求め、そのスペクトルと有色レンズの透
過スペクトルを掛けあわせて、積スペクトル分布Ｔ（λ）を算出する。符号１０２が円錐
モデルのＨＳＶ色空間中のとある色でのスペクトルの模式図である。掛け合わせる際には
、波長λの時のスペクトル強度Ｓ（λ）と、有色レンズの透過スペクトル強度Ｍ（λ）を
用いて、式１に従って計算を行う。各波長λについて積スペクトルを計算することで、積
スペクトル分布を得られる。
【００３２】
【数１】

　そして、算出した積スペクトル分布Ｔ（λ）を、ＣＩＥ１９３１ＲＧＢ等色関数や、Ｃ
ＩＥ標準等色関数などのそれぞれと掛けあわせて、ＨＳＶに算出し直すことで、円錐モデ
ルのＨＳＶ色空間の各色から、有色レンズの透過スペクトルを加味した、ＨＳＶ色空間の
たとえば１０００色のカラーマップを作成することができる。図３において、ＣＩＥ１９
３１ＲＧＢ等色関数の模式図を符号１０３で示した。このようにして、カラーマップが作
成できる。
【００３３】
　ここまでは、使用するディスプレイの発光スペクトルは考慮せずにカラーマップを作成
する場合を説明した。しかし、実際は使用するディスプレイの発光スペクトルによっても
、カラーマップの色の見え方は変化する。そこで、式１において、波長λの時のスペクト
ル強度Ｓ（λ）を、使用するディスプレイのＲＧＢ要素に分離し、各ＲＧＢ要素に対して
、レンズの透過スペクトルを掛けあわせ、そのＲＧＢ要素の和から得られるスペクトルを
、積スペクトル分布Ｔ（λ）としてもよい。また、波長λでのディスプレイの発光スペク
トルＤ（λ）と、各色のスペクトル強度Ｓ（λ）、有色レンズの透過スペクトルを式２に
したがって乗算することでも、積スペクトル分布Ｔ（λ）が得られる。ここで、ディスプ
レイの発光スペクトルは、事前に表示制御部４が保持しているとした。さらに、算出した
積スペクトル分布Ｔ（λ）を、ＣＩＥ１９３１ＲＧＢ等色関数や、ＣＩＥ標準等色関数な
どのそれぞれと掛けあわせることで、円錐モデルのＨＳＶ色空間の各色から、有色レンズ
の透過スペクトルを加味した、ＨＳＶ色空間の１０００色のカラーマップを作成すること
ができる。
【００３４】
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【数２】

　さらにここでは、上記の方法で得られたカラーマップの色空間内の任意の２点に対して
、２点での色コントラストを算出し、１つの色に対して色コントラストが特定の値や、特
定の値以上になる色、最大になる色を算出し、保持してもよい。色コントラストＣの算出
方法は、下記の式３に従う。その際、ＨＳＶ色空間内の点をＣＩＥＬＡＢ色空間に変換す
る。
【００３５】
【数３】

　このようにすることで、通常のＨＳＶ色空間に対して、ディスプレイの発光スペクトル
や、有色レンズの透過スペクトルを加味したＨＳＶ色空間のカラーマップを算出すること
ができる。さらに、その各色に対して色コントラストが最大になるカラーマップや、一つ
の色がその他の色それぞれに対してどのくらいの色コントラストなのかを計算したマップ
なども算出することができる。一つの色がその他の色に対してどのくらいの色コントラス
トなのかを計算したマップを用いると、ディスプレイの発光スペクトルや、有色レンズの
透過スペクトルを加味したＨＳＶ色空間に対するカラーマップのうち、それぞれの色が適
切な色コントラストになるような有限数の色のみを使用して、カラーマップを作成するこ
ともできる。
【００３６】
　その他、ディスプレイの発光スペクトルやＣＩＥ標準等色関数を省いて、通常のＨＳＶ
色空間に対して、有色レンズの透過スペクトルのみを考慮して計算してもよいし、その他
どのような方法でも良い。
【００３７】
　また、上記例では、ＨＳＶ色空間を用いてカラーマップを作成したが、まずＲＧＢ空間
中の色でカラーマップを算出した後カラーマップに白から黒に対応する明度を加えたり、
ＨＳＶ空間の色相だけを用いてカラーマップを算出した後カラーマップに彩度や明度を加
えたりしてもよい。
【００３８】
　ここで、ディスプレイの発光スペクトルと、レーザー安全ゴーグルのスペクトル分布を
用いて、スペクトル分布を加味したカラーマップを作成した。しかし、レーザー安全ゴー
グルの有色レンズのスペクトル分布などを必ずしも用いなくてもよい。事前に測定したレ
ーザー安全ゴーグルのＲＧＢで表現される色を用いて、通常のＨＳＶ色空間に対するゴー
グルの色とディスプレイの発光スペクトルを加味したＨＳＶ色空間に対するカラーマップ
を、減法混色を用いて算出し、さらに、その各色に対して色コントラストが最大になるた
めのカラーマップを算出してもよい。
【００３９】
　カラーマップを作成するにあたり、ＲＧＢ色空間上では異なる色であるが、ディスプレ
イの発光スペクトルやレーザー安全ゴーグルのスペクトル分布を加味したカラーマップ上
では同じ色になるものもある。このような場合には、同じ色として作成した有限数のカラ
ーマップの色数から、同じ色分を除去して、元々のＨＳＶ色空間での色数から色数が減っ
たカラーマップを作成してもよい。さらに、ディスプレイの発光スペクトルやゴーグルの
色を加味したＨＳＶ色空間に対するカラーマップのうち、それぞれの色が適切な色コント
ラストになるような有限数の色のみを使用して、カラーマップを作成してもよい。
【００４０】
　このようにして算出したカラーマップを用いて、ＵＩ上の各ボタンや、ボタン上の文字
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色、ディスプレイ中の画像表示部分に用いられている色を決定する。ここでは、ディスプ
レイの発光スペクトルや有色レンズの透過スペクトルを加味したＨＳＶ色空間に対するカ
ラーマップのうち、それぞれの色が適切な色コントラストになるような有限数の色のみを
使用して作成した１００色のカラーマップを作成した。そして、例えば、その１００色の
中から、その有色レンズの色に対して最も色コントラストが小さくなるような色を背景色
として決定し、適度に色コントラストがつく色をＵＩボタンの色として決定するなどして
、ＵＩ上の各ボタンや、ボタン上の文字色、ディスプレイ中の画像表示部分に用いられて
いる色を決定することができる。
【００４１】
　また、このようなカラーマップの内、色コントラストが最大になる２色を用いて、通常
のモノクロ表示のグレースケールのような、とある１色に対してもう１色がグラデーショ
ンになるような有限数の色、２５６色などを作成、保持し、画像などを表示してもよい。
【００４２】
　輝度は、ディスプレイの各部分の明るさである。本実施形態で輝度を変化させる場合は
、ディスプレイ全体の輝度を変化させることを想定しているが、それのみならず、ディス
プレイ上の各領域（ＵＩボタンや画像表示部分など）で輝度変化の割合を変化させても良
い。
【００４３】
　装着具を装着した際のディスプレイ輝度を決定するためには、装着具自体のスペックシ
ートなどにより可視光領域での光線の平均透過強度割合を算出し、その平均透過強度割合
の逆数を、現在の輝度にかけるなどするとよい。光線の平均透過強度割合は、たとえば１
が完全に透過する場合として、０から１の値で設定される。また、カラーマップと輝度を
同時に設定するのではなく、少なくとも一方を、レーザー安全ゴーグルの情報に応じて設
定すればよい。
【００４４】
　（表示部５）
　表示部５は、表示制御部４で設定されたカラーマップを用いて、表示部上の情報を表示
する。
【００４５】
　表示部５は、情報処理装置と表示ディスプレイからなるのがより望ましい。表示ディス
プレイはタッチパネルであってもよいし、タッチパネルのような入力機構を備えていなく
ても良い。タッチパネルの場合は、表示部５が前述の情報取得部３や表示制御部４を包含
していても良い。
【００４６】
　ここで、ディスプレイは、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
やＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉ
ｎｅｓｃｅｎｔ）ディスプレイ等のディスプレイを用いることができる。これらのディス
プレイは、タッチパネルディスプレイなどの入力手段を備えるものでも良い。
【００４７】
　ここで、情報取得部３、表示制御部４、表示部５は、一般的にＤＡＳ（Ｄａｔａ　Ａｃ
ｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）と呼ばれる回路とＣＰＵ、ＭＰＵ、ＧＰＵ（Ｇｒａ
ｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等のプロセッサとを用いることができる
。なお、１つのプロセッサや演算回路から構成されるだけでなく、複数のプロセッサや演
算回路から構成されていてもよい。
【００４８】
　また、情報取得部３、表示制御部４から出力されるデータを記憶するメモリを備えてい
てもよい。メモリは、典型的にはＲＯＭ、ＲＡＭ、およびハードディスクなどの記憶媒体
から構成される。なお、メモリは、１つの記憶媒体から構成されるだけでなく、複数の記
憶媒体から構成されていてもよい。メモリは、典型的には１つ以上のＲＯＭ、ＲＡＭ、お
よびハードディスクなどの記憶媒体から構成される。



(10) JP 2017-127396 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

【００４９】
　ここで、表示システム６がタブレット状端末であるとして、情報取得部３、表示制御部
４、表示部５を、図４を用いて説明する。図４において、タブレット状端末２０１は表示
システム６に対応する。タッチパネル式ディスプレイ部２０２は、本実施形態の表示部５
に対応する。ディスプレイ部２０２は、画像表示領域２０３、情報入力部３に対応するＵ
Ｉ２０４、その他のＵＩ２０５を表示し得る。ＵＩ２０４に含まれる２つのボタンのうち
の左側のボタンは、レーザー安全ゴーグルを装着しているか否かを設定するためのもので
、右側のボタンは、操作者が装着しているレーザー安全ゴーグルの有色レンズの色を選択
するためのボタンである。上記以外のＵＩボタン２０５を表示しても良い。操作者がレー
ザー安全ゴーグルを装着した際には、ボタン２０４を押下すると、その設定に応じて、表
示制御部４が、ＵＩボタンやＵＩボタン中の文字色、画像表示部分、その他領域に対する
カラーマップを設定し、その情報を表示部５に送信する。これにより、レーザー安全ゴー
グルを着用した状態でも視認性が低下しにくい状態にできる。
【００５０】
　上述の通り、表示制御部４はカラーマップおよび輝度の少なくとも一方を、レーザー安
全ゴーグルの装着情報に基づいて設定することで、視認性の低下を抑制する。これらに加
えて、ＵＩの文字列を強調することで、視認性を向上させることができる。たとえば、図
４において、操作者がレーザー安全ゴーグルを装着している状態では、ボタン上に「Ｇｏ
ｇｇｌｅ／ＯＮ」のような文字列を表示し、操作者がゴーグルを装着していない状態では
、ボタン上に「Ｇｏｇｇｌｅ／ＯＦＦ」のような文字列を表示する。このとき、ゴーグル
装着時には、操作者の視界が暗くなっているので、非装着時に対してボタン上に表示され
る文字列を太字にしたりフォントサイズを大きくしたりすることで、ゴーグルを装着した
状態でもボタン上の文字列を認識しやすくできる。
【００５１】
　なお、他の構成と同じく、ＵＩは図示のものに限られない。たとえば、図４に示すＵＩ
２０４は、初期状態では色情報を入力するボタンを表示させなかったり、操作できない状
態にしたり設定しておき、レーザー安全ゴーグルが装着状態であるとの入力を受けて表示
したり、操作を許可したりしても良い。さらにまた、色情報を入力するためのボタンのみ
を表示し、これにより、ゴーグルを装着しているか否かを表現してもよい。その場合には
、ゴーグルを装着していない場合は「ＯＦＦ」の文字を表示し、ゴーグルを装着している
場合には「Ｏｒａｎｇｅ」など、ゴーグルの色を示す文字を表示することで、オレンジ色
のゴーグル対応のカラーマップに設定されていることを表示してもよい。その他、カラー
マップが変更されていることが分かる表現であれば、どのような方法をとっても良い。レ
ーザー安全ゴーグル装着ボタンを押下した際に、レーザー安全ゴーグルに対応する複数の
色が、リストのような形で画面上にポップアップされ、選択できるようにしても良い。
【００５２】
　また、「Ｇｏｇｇｌｅ／ＯＮ」ボタンなどによって装着したことが入力されたことに応
じて、表示の輝度、カラーマップを変更する以外の処理を行ってもよい。例えば、「Ｇｏ
ｇｇｌｅ／ＯＮ」が押下されたことを受けて、レーザー装置Ｌによるレーザー照射が可能
になったり、測定を開始可能になったりなどである。具体的には、レーザー光源からのレ
ーザー光の射出を許可する信号を送信したり、測定の開始を許可する信号を送信したりす
る。
【００５３】
　本実施形態では、レーザー安全ゴーグル装着状態選択ボタンとカラーマップ選択ボタン
がディスプレイ上に並んで表示される。そして、レーザー安全ゴーグル装着状態選択ボタ
ンを押下した際に、カラーマップ選択ボタンとしてリスト形式で複数のゴーグル色が表示
される形式を取る。
【００５４】
　（レーザー装置Ｌ）
　レーザー装置Ｌは、表示システム６を通じて操作者１が操作することができる装置であ
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る。具体的には、レーザー光源や、レーザー光源から射出されたレーザー光を利用した測
定装置などとして構成される。レーザー光を利用した測定装置として、光音響装置が知ら
れている。光音響装置は、被検体にパルス光を照射することで生じる音響波から、被検体
の内部を可視化することができる装置である。本実施形態の表示システム６と連動して利
用する場合には、パルス光の光源として利用されるレーザー光の被検体への照射許可や、
測定処理の開始・停止などを、表示システム６を介して制御できるようにこうせいしても
よい。
【００５５】
　（処理フロー）
　次に、本実施形態にかかる表示システムの処理フローを説明する。図２は、本実施形態
の処理フローを示すフローチャートである。
【００５６】
　ステップＳ１０１において、表示部は図４に示したＵＩ２０４を表示する。これにより
、表示システム６は、操作者１に対して、レーザー安全ゴーグルの装着状態および有色レ
ンズの色に関する情報の入力を促す。
【００５７】
　ステップＳ１０２は、装着情報取得部３が、ゴーグルの装着状態を示す情報が入力され
たか否かの判定を行うステップである。ゴーグル装着状態選択ボタンが押下された場合（
Ｓ１０２＝Ｙ）には、ステップＳ１０３へ進み、そうでない場合（Ｓ１０２＝Ｎ）には、
ステップＳ１０２を繰り返し、ゴーグル装着状態選択ボタンの押下を待つ。
【００５８】
　ステップＳ１０３は、装着情報取得部３が、レーザー安全ゴーグルの光透過部の色に関
する情報が入力されたか否かの判定を行うステップである。色情報選択ボタンが押下され
、色情報が入力された場合（Ｓ１０３＝Ｙ）には、ステップＳ１０４に進み、そうでない
場合（Ｓ１０３＝Ｎ）には、ステップＳ１０３を繰り返し、色情報の入力を待つ。
【００５９】
　ステップＳ１０４において、表示制御部４は、ステップＳ１０２およびＳ１０３の入力
に応じて、カラーマップおよび輝度の少なくとも一方を設定する。
【００６０】
　ステップＳ１０５において、表示部５は、Ｓ１０４で設定されたカラーマップおよび輝
度の少なくとも一方を適用した表示を行う。
【００６１】
　図２に示すフローでは、ゴーグル装着状態選択ボタンとともに色情報選択ボタンをステ
ップＳ１０１で表示する場合を説明したが、先述の通り、両者は同時に並列に表示されな
くてもよい。その場合には、ステップＳ１０１ではゴーグル装着状態選択ボタンのみを表
示して、ステップＳ１０２の判定がＹだった場合にステップＳ１０３に先立って色情報選
択ボタンを表示させても良い。
【００６２】
　図２には示していないが、操作者がレーザー安全ゴーグルを外した場合に、ＵＩ２０４
を操作することで、元の設定に戻すことができる。
【００６３】
　また、表示システム６がレーザー装置Ｌと連動して利用される場合には、ステップＳ１
０５の後に、レーザー光の射出を許可するボタンを表示して、操作者に入力を促すことが
できる。さらに、レーザー装置Ｌがたとえば光音響装置等の測定装置である場合には、ス
テップＳ１０５の後に測定開始を決定するためのボタンを表示して、操作者に入力を促す
ことができる。
【００６４】
　また、ここまでは１人の操作者のみがいる場合を想定したが、複数人の操作者がいたり
、表示システムを観察する観察者が複数いたりする場合もあり得る。そこで、表示部は、
レーザー安全ゴーグルの装着状態を確認するべき人数の入力するためのＵＩを表示し、全
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員がレーザー安全ゴーグルの装着状態を入力させてもよい。図５に、このときの表示画面
の一例を示す。
【００６５】
　図４との違いは、レーザー安全ゴーグルの装着状態を確認するべき人数（ここでは２人
）の入力をするためのフィールド２０６と、２人目の操作者・観察者について装着状態と
色情報を入力するためのＵＩ２０７を表示している点である。フィールド２０６は、操作
者がキーボード等で直接数字を入力できるようにしてもよいし、リストから選択できるよ
うにしてもよい。ＵＩ２０７は、フィールド２０６に入力された値に応じて人数分のボタ
ンが表示される。複数の操作者および観察者が着用するレーザー安全ゴーグルの色情報が
異なる場合には、複数の色情報に基づくゴーグルの合成透過スペクトルを基に、カラーマ
ップおよび輝度の少なくとも一方の設定を行う。仮に、全ての操作者および観察者に対し
て適切なカラーマップあるいは輝度が設定できない場合には、別の色の光透過部を持つレ
ーザー安全ゴーグルと交換することを促す通知を行っても良い。
【００６６】
　このように、本実施形態では、操作者がレーザー安全ゴーグル装着ボタンを押下した際
に、ディスプレイの発光スペクトルとレーザー安全ゴーグルの透過スペクトルに応じた輝
度及びカラーマップの少なくとも一方を選択可能なリストが表示される。そして、操作者
の選択に応じた輝度及びカラーマップの少なくとも一方を用いてディスプレイ上の表示を
変更することが可能となる。
【実施例１】
【００６７】
　以下、より具体的な実施例について説明する。本実施例では、眼用装着具２は赤色の光
透過部を持つレーザー安全ゴーグルである。表示システム６としての携帯電子タブレット
にレーザー安全ゴーグルの情報を入力すると、レーザー安全ゴーグルの色にしたがって、
タブレット上ディスプレイ部分のカラーマップが変更される。本実施例では輝度の設定は
行わないものとする。
【００６８】
　まず、操作者が赤色のレーザー安全ゴーグルを装着し、タブレットのディスプレイ上に
表示されているレーザー安全ゴーグル装着状態選択ボタンを押下する。レーザー安全ゴー
グル装着状態選択ボタンが押下されると、カラーマップ選択ボタンが複数のカラーマップ
をリストとして表示する。表示されたレーザー安全ゴーグルの色に対するカラーマップを
選択すると、ディスプレイ上のカラーマップが変更されて表示される。カラーマップの作
成は、ディスプレイの発光スペクトルとレーザー安全ゴーグルの透過スペクトルを用いて
行う。ＨＳＶ色空間を１０００色になるように分割する。それぞれの色に対して、ディス
プレイの発光スペクトルとゴーグルの透過スペクトル、ＣＩＥ標準等色関数を掛け合わせ
る。そのカラーマップから、同じ色を除去し、１００色を抽出する。その１００色を用い
て、表示システムのＵＩの色と、画像表示部分の色を決定する。
【００６９】
　これにより、操作者が表示システムのＵＩ上に表示されている眼用装着具着用状態選択
ボタンを押下したことを受けて、表示システムのカラーマップをその眼用装着具の透過ス
ペクトルに対応するカラーマップに変更して表示する技術を提供することができる。
【００７０】
　このようにすることで、レーザー安全ゴーグルのような有色の光透過部を備える眼用装
着具を装着した際に、光透過部越しにタブレットなどのＵＩを見た場合でも、色の混合に
よって生じる視認性の低下を抑制し、タブレット上のＵＩを容易に操作することができる
。
【実施例２】
【００７１】
　本実施例では、眼用装着具は赤色の光透過部を持つレーザー安全ゴーグルであり、携帯
電子タブレットにレーザー安全ゴーグルを装着した情報を入力すると、レーザー安全ゴー
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グルの色にしたがって、タブレット上ディスプレイ部分のカラーマップが変更される。さ
らに、本実施例では、タブレットからレーザー装置としての光音響イメージング装置の制
御が可能である。タブレットにレーザー安全ゴーグルを装着したことを示す情報を入力す
ることで、光音響イメージング装置のレーザーが照射可能になる。本実施例では輝度の設
定は行わないものとする。
【００７２】
　本実施例では、まず、操作者が赤色のレーザー安全ゴーグルを装着し、タブレットのデ
ィスプレイ上に表示されているレーザー安全ゴーグル装着ボタンを押下する。レーザー安
全ゴーグル装着ボタンが押下されると、カラーマップ選択ボタンが複数のカラーマップを
リストとして表示する。表示されたレーザー安全ゴーグルの色に対するカラーマップを選
択すると、ディスプレイ上のカラーマップが変更されて表示される。カラーマップの作成
は、ディスプレイの発光スペクトルと、レーザー安全ゴーグルの透過スペクトルを用いて
行う。ＨＳＶ色空間を１０００色になるように分割する。それぞれの色に対して、ディス
プレイの発光スペクトルと、ゴーグルの透過スペクトル、ＣＩＥ標準等色関数を掛け合わ
せる。そのカラーマップから、同じ色を除去し、１００色を抽出する。その１００色を用
いて、１００色のうちそれぞれの色に対してコントラストの高い色を算出し、表示システ
ムのＵＩの色と、画像表示部分の色を決定する。
【００７３】
　タブレットでは、レーザー安全ゴーグル装着ボタンが押下されたことにより、レーザー
照射ボタンが押下可能になる。このボタンを押下することで、レーザー照射を開始する。
【００７４】
　これにより、操作者が表示システムのＵＩ上に表示されている眼用装着具着用ボタンを
押下すると、表示システムのカラーマップをその眼用装着具の色に対応するカラーマップ
が適用された表示画面となる。そして、操作者がゴーグルを装着したことを受けて、レー
ザーを照射可能にする技術を提供することができる。
【００７５】
　このようにすることで、レーザー安全ゴーグルのような色の付いている眼用装着具を装
着した際に、光透過部越しにタブレットなどのＵＩを見た場合でも、色の混合によって生
じる視認性の低下を抑制し、タブレット上のＵＩを容易操作することができる。さらに、
レーザー安全ゴーグルを装着したことを確認した後に、レーザー装置によるレーザー照射
が可能になる。
【００７６】
　［第２の実施形態］
　第２の実施形態の表示システムは、第１の実施形態に、さらに眼用装着具の情報を取得
する情報取得部を有する。以下では、第１の実施形態とは異なる部分に絞って説明する。
【００７７】
　第１の実施形態では、情報取得部３に対して操作者が眼用装着具の装着状態を入力する
構成を説明した。これに対して、本実施形態の情報取得部３は、装着状態検知部を持つ。
操作者が眼用装着具を装着すると、表示システム６に備え付けられているカメラ（装着状
態検知部）を用いて、操作者が眼用装着具を装着したことを検知し、眼用装着具の色に対
する輝度とカラーマップを変更して表示システム上の表示部に表示を行うものである。本
実施形態の表示システムでは、眼用装着具は緑色の光透過部を持つレーザー安全ゴーグル
、表示システムはタブレットである。
【００７８】
　本実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果が得られることに加えて、レーザー
安全ゴーグルを装着したことを表示システムに操作者が入力しなくても、装着情報検知手
段を用いて、レーザー安全ゴーグルの装着状態を検知することができる。
【００７９】
　図６は、本実施形態の表示システムの構成を示す模式図である。本実施形態の表示シス
テム６は、眼用装着具２、情報取得部３、表示制御部４、表示部５、装着状態検知部７を
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少なくとも備える。
【００８０】
　（装着状態検知部７）
　装着状態検知部７は、操作者１が眼用装着具２を装着しているか否かを検出し、その情
報を表示制御部４に送る。
【００８１】
　操作者１が眼用装着具２を装着したかを検出するための手法は、公知の機械学習手法を
用いることができる。より具体的には、以下の方法で実現される。装着状態検知部７はＲ
ＧＢカメラなどの２次元画像を取得するカメラと、情報処理部から構成されうる。情報処
理部は、レーザー安全ゴーグルが装着されている正画像と、レーザー安全ゴーグルが装着
されていない負画像から、操作者がレーザー安全ゴーグル装着している状態を学習する。
そして装着状態検知部７は、ＲＧＢカメラで得られた画像情報から、操作者の頭部を検出
し、事前に学習した情報に従い、操作者がレーザー安全ゴーグル装着しているか否かを検
出することができる。
【００８２】
　装着状態検知部７のカメラは、１つ以上のＲＧＢカメラで構成されることがより望まし
いが、複数のＲＧＢカメラでもよい。カメラ画像は、時系列的に連続で取得されるのがよ
り望ましい。以降の例でカメラ画像と表現しているのは、時系列的な連続画像である。
【００８３】
　また、眼用装着具２を操作者が装着したことを検出することで、表示の輝度およびカラ
ーマップの少なくとも一つを変更する以外の処理を行ってもよい。例えば、操作者が眼用
装着具２を装着したと判断された場合にのみ、レーザー装置Ｌによるレーザー照射が可能
になったり、光音響装置等の測定装置による測定を開始可能になったりなどである。
【００８４】
　また、この例ではゴーグルを装着している状態を、画像による学習で検出した。しかし
それ以外の方法でも良い。たとえば、ゴーグルの画像を事前に装置に保持させておき、カ
メラにより目の位置や顔の位置を一致させるように操作者の顔画像を取得することができ
る。目の部分に装着具が装着されているか否かをテンプレートマッチングなどの画像処理
的な方法で検出してもよいし、その他装着具が装着されているか否か判定できる方法であ
れば、どのような方法でも良い。
【００８５】
　ここで、表示システム６がタブレットであるとして、情報取得部３、表示制御部４、表
示部５、装着状態検知部７を、図７を用いて説明する。図４に示したタブレット状端末と
の相違点は、は装着状態検知部７としてのＲＧＢカメラ２０６を備える点である。装着状
態検知部７は、撮影されたカメラ画像で、人体の頭部を検出し、頭部周辺の画像を抽出す
る。抽出した画像に対して、事前に学習したレーザー安全ゴーグル装着情報を用いて、操
作者１がレーザー安全ゴーグルを装着しているか検出する。検出した結果、操作者１がレ
ーザー安全ゴーグル装着していない場合は何もせず、装着している場合は、その情報を表
示制御部４に送信する。それ以降の処理は実施形態１と同様である。本実施形態では、レ
ーザー安全ゴーグルの装着状態を、カメラ画像から自動的に取得するため、ＵＩ２０４の
左側のボタンはなくてもよい。しかし、カメラ画像による検出が機能しない場合に備えて
用意しておくことが好ましい。
【００８６】
　（処理フロー）
　次に、情報取得部３、表示制御部４、表示部５、装着状態検知部７の処理フローを説明
する。図８は、本実施形態の処理フローを示すフローチャートである。このフローチャー
トにおいて、ゴーグル装着画像は事前に学習された状態になっているとして説明する。
【００８７】
　図８に示す処理フローのうち、図２と同じ符号を付した工程は、実施形態１で説明した
処理と同様のものであるので、ここでは詳細な説明を行わない。
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【００８８】
　本実施形態では、ステップＳ１０１の後に、装着状態検知部７であるカメラにより画像
を取得するステップＳ１０６の処理が行われる。なお、先述の通りゴーグル装着状態選択
ボタンは表示しなくても良い。
【００８９】
　ステップＳ１０７では、装着情報取得部３が、ステップＳ１０６において取得されたカ
メラ画像から操作者の頭部を抽出する処理を行う。
【００９０】
　ステップＳ１０８において、装着情報取得部３は、ステップＳ１０７で抽出された画像
に基づいて、操作者の頭部にレーザー安全ゴーグルが装着されているか否かを判定する。
操作者の頭部にレーザー安全ゴーグルが装着されていると判定された場合（Ｓ１０８＝Ｙ
）には、ステップＳ１０３に進み、そうでない場合（Ｓ１０８＝Ｎ）には、ステップＳ１
０８の処理を再び実行する。
【００９１】
　これより後の処理は、実施形態１と同様なので説明を省略する。
【００９２】
　なお、ゴーグル装着状態選択ボタンをＵＩ２０４として表示する場合には、ステップ１
０８を、抽出された画像に基づく判定結果と、ゴーグル装着状態選択ボタンの押下の検出
のうちの１つ以上を満たすか否かを判定する処理を行えばよい。このようにすることで、
表示システムによる自動的な判断と操作者による指定のどちらによっても、装着情報取得
部は、ゴーグルの装着情報を取得できる。
【００９３】
　また、上記の説明では、光透過部の色を、操作者が入力する構成を例にとって説明した
が、表示システムに設けられたカメラにより取得したカメラ画像から、表示システムが光
透過部の色を推定する構成としても良い。このようにすることで、表示システムの利便性
を向上させることができる。この場合には、表示システムが推定した光透過部の色が適切
か否かの確認を操作者に促す表示を行うことが好ましい。
【実施例３】
【００９４】
　以下、第２の実施形態のより具体的な実施例について説明する。本実施例では、眼用装
着具は緑色の光透過部を持つレーザー安全ゴーグルであり、表示システム６である携帯電
子タブレット付属のカメラにより操作者頭部を撮影することで、レーザー安全ゴーグルを
装着しているか判定し、レーザー安全ゴーグルの種類を表示する。携帯電子タブレットに
は、複数のレーザー安全ゴーグルに対して、それぞれのレーザー安全ゴーグルのスペクト
ルと、ディスプレイの発光スペクトルを加味した有限色数のカラーマップが保持されてお
り、レーザー安全ゴーグルの種類を選択すると、カラーマップにしたがって、タブレット
上ディスプレイ部分のカラーマップが変更される。本実施例では輝度の設定は行わないも
のとする。
【００９５】
　まず、携帯電子タブレット付属のカメラを動画撮影状態になる。操作者は緑色のレーザ
ー安全ゴーグルを装着し、カメラでゴーグルを装着している自分の顔を写し、タブレット
は操作者がゴーグルを装着していることを検出する。次に、タブレットは選択可能なレー
ザー安全ゴーグルの種類をリストとして表示する。レーザー安全ゴーグルの種類を選択す
ると、そのゴーグルに対するカラーマップを用いて、ディスプレイ上のカラーマップが変
更されて表示される。カラーマップの作成は、ディスプレイの発光スペクトルと、レーザ
ー安全ゴーグルの透過スペクトルを用いて行う。ＨＳＶ色空間を１００００色になるよう
に分割する。それぞれの色に対して、ディスプレイの発光スペクトルと、ゴーグルの透過
スペクトル、ＣＩＥ標準等色関数を掛け合わせる。そのカラーマップから、同じ色を除去
し、１０００色を抽出する。その１０００色を用いて、表示システムのＵＩの色と、画像
表示部分の色を決定する。
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【００９６】
　これにより、操作者が眼用装着具を装着すると、カメラと情報処理部により装着を検出
し、表示システムのカラーマップをディスプレイの発光スペクトルとその眼用装着具の透
過スペクトルに対応するカラーマップに変更して表示する技術を提供することができる。
【００９７】
　このようにすることで、レーザー安全ゴーグルのような有色の光透過部を備える眼用装
着具を装着した際に、ゴーグルを装着したことを表示システムにユーザが通知すること無
く、表示部にカラーマップの選択リストを表示することができる。そして、光透過部越し
にタブレットなどのＵＩを見た場合でも、色の混合によって生じる視認性の低下を抑制し
、タブレット上のＵＩを容易に操作することができる。
【００９８】
　［第３の実施形態］
　第３の実施形態の表示システムは、眼用装着具を操作者が装着したことを検出し、検出
した結果を送信することが可能な眼用装着具と連動して用いられ、眼用装着具から受信し
た装着情報を基に、その眼用装着具に応じた表示の輝度やカラーマップを設定する表示シ
ステムである。本実施形態の表示システムでは、眼用装着具は、感圧センサと送信部とを
備えたレーザー安全ゴーグルである。装着状態検知部としての感圧センサは、眼用装着具
が操作者に装着された状態かどうかを検出する。送信部は、装着状態検知部により検知し
た装着状態を示す装着状態情報に加えて、レーザー安全ゴーグルの光透過部の色、透過光
のスペクトル情報、変更後のカラーマップ情報などを含表示システムに送信することがで
きる。表示システムは、眼用装着具から受信した情報をもとに、表示システム上の輝度お
よびカラーマップの少なくとも一方を設定することができる。
【００９９】
　本実施形態によれば、色の混合によって生じる視認性の低下を抑制し、タブレット上の
ＵＩを容易に操作することができる。
【０１００】
　図９は、本実施形態の表示システムの構成を示す模式図である。本実施形態の表示シス
テム６は、情報取得部３、表示制御部４、表示部５を備え、情報取得部３は、眼用装着具
２から送信された情報を受信する装着具情報受信部８を有する。表示制御部４は、受信し
た情報をもとに、カラーマップを設定し、表示部５の表示を更新する。
【０１０１】
　下記では、眼用装着具２、装着具情報受信部８、表示制御部４、表示部５の各構成部に
ついて説明し、その後、表示システムによる処理フローを、図１１を用いて説明する。以
下では、第１、第２の実施形態とは異なる部分に絞って説明する。
【０１０２】
　（眼用装着具２）
　眼用装着具２は、操作者１が眼用装着具２を装着したかどうかを検出する装着状態検知
部と、眼用装着具２の情報を装着具情報受信部８に送信する送信部とを備える。眼用装着
具２から送信される情報は、装着状態を示す装着情報のほか、光透過部の色に関する情報
や光透過部の透過スペクトル情報、表示制御部４で設定されるべきカラーマップ情報など
である。これらの情報を総称して、ここでは装着具情報と呼ぶ。
【０１０３】
　装着状態検知部は、感圧センサや眼球検出用カメラ、その他装着するのに適切な操作者
が装着していることを検出するための検出器を含んで構成される。検出器が感圧センサの
場合には、操作者が眼用装着具２を適切に装着した際に、眼用装着具２が操作者に接触す
る位置に配置されるのが望ましいが、その他の手法で検出してもよい。両耳に触れる部分
に感圧センサを設け、両方の感圧センサが安定して時間連続的に圧力を検出し続けた際に
、装着していることを検出してもよい。また、検出器が眼球検出用カメラの場合には、操
作者が適切に装着した際に人間の眼球を検出することができるような位置にカメラを設け
ることが望ましい。眼用装着具２を装着する操作者があらかじめ特定されている場合には
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、特定された操作者の目の虹彩パターンをあらかじめ眼用装着具２あるいは表示システム
に記憶させておいてもよい。記憶された虹彩パターンと、カメラを用いて取得された虹彩
パターンとが一致した場合にのみ、表示システム６の操作を許可するように構成しても良
い。この構成によれば、表示システム６の操作を許可されていない人物により使用される
おそれを低減できる。特に、表示システム６を介してレーザー装置Ｌを制御する場合には
有用である。
【０１０４】
　送信部は、装着具情報を送信できるものであればどのようなものでもよく、有線通信で
も無線通信でもよい。
【０１０５】
　図１０に、本実施形態の眼用装着具２の一例を示す。眼用装着具２は、サングラス状の
構造で、光透過部３０７と眼球検出用カメラ３０８を備える。眼用装着具２は、電源が入
れられると、眼球検出用カメラ３０８が動作し、操作者が装着して眼球検出用カメラが眼
球を検出すると、眼用装着具２を装着したと判定する。操作者が眼用装着具２を装着して
いると判定した場合には、その情報を送信部から装着具情報受信部８に送信する。装着具
情報受信部８は表示制御部４に情報を送信する。
【０１０６】
　（装着情報取得部３）
　本実施形態の装着情報取得部３は、眼用装着具２によって送信された装着具情報を受信
する装着具情報受信部８を有する。装着情報取得部３は、受信した装着具情報を表示制御
部４に送信する。受信装置は装着具情報を受信できるものであればどのようなものでも良
く、有線通信でも無線通信でも良い。
【０１０７】
　（表示制御部４）
　本実施形態における表示システム６が、可搬性パソコンであると仮定し、図１０を用い
て説明する。図１０において、表示システム６である可搬性パソコン３０１は、表示部５
であるディスプレイ部３０２、キーボード３０５を備える。キーボード３０５の他にも、
マウスやトラックボールなどのポインティングデバイスを備えても良い。図１０において
は、ディスプレイ部３０２が、画像などを表示する表示領域３０３とＵＩ３０４を表示し
ている状態を示している。なお、眼用装着具の装着状態や光透過部の色情報は、画面上の
ＵＩ３０４により選択する場合を説明してきたが、キーボード３０５のキーを割り当てた
り、これらを入力するための専用のスイッチを別途設けたりするなどして、ハードウェア
的に実現しても良い。
【０１０８】
　（処理フロー）
　次に、図１１を参照しながら、本実施形態に係る処理フローを説明する。ここでは、装
着状態検知部が眼球検出用カメラであるとし、フローの開始時点で眼用装着具２の電源が
入っており、眼球検出が開始された状態であるものとして説明する。
【０１０９】
　ステップＳ１０９において、眼用装着具２が有するカメラによりカメラ画像を取得する
。そして、取得されたカメラ画像から、眼用装着具が適切に装着された状態の眼球が検出
されたか否かの判定を行う（ステップＳ１１０）。眼球が検出された場合（Ｓ１１０＝Ｙ
）にはステップＳ１１１に進み、そうでない場合（Ｓ１１０＝Ｎ）には、ステップＳ１１
０の処理を繰り返す。
【０１１０】
　ステップＳ１１１では、眼用装着具２は、眼用装着具２が操作者１に装着されたことを
示す装着情報や、光透過部の色など、装着具情報の送信を行う。
【０１１１】
　ステップＳ１１２では、表示システム６が装着具情報の受信を行う。この後の処理は、
先述の各実施形態と同様のものなので、説明を省略する。先述の各実施形態と同様に、表
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示システム６がレーザー装置Ｌと連動する場合には、眼用装着具２を装着したことを検出
することを受けてレーザー装置Ｌを操作してもよい。例えば、眼用装着具２が装着された
と判定された場合にのみ、レーザー装置Ｌによるレーザー照射が可能にしたり、レーザー
装置Ｌが光音響装置のような測定装置である場合には、測定を開始可能にしたりしてもよ
い。
【０１１２】
　図１１において、ステップＳ１０９～ステップＳ１１１は眼用保護具２にて行われるこ
とを想定して説明したが、本実施形態はこれに限るものではない。たとえば、図１２に示
すような処理フローとしてもよい。
【０１１３】
　図１２に示す処理フローでは、眼用装着具２は、カメラ画像を取得すると（ステップＳ
１０９）、取得したカメラ画像とともに装着具情報も表示システム６に送信する（ステッ
プＳ１１３）。ステップＳ１１４において、表示システム６がカメラ画像および装着具情
報を受信すると、情報取得部３は、カメラ画像から眼球が検出されたかどうかの判定を行
う（ステップＳ１１０）。この場合、装着情報取得部３が、眼用装着具２が装着されたか
どうかの判定を眼球の検出により行う判定部を持つ。
【０１１４】
　このようにすることで、眼用装着具２は、カメラ画像内の眼球を検出する処理を行わず
に済むため、眼用装着具２の構成を簡単にすることができる。装着状態検知部が感圧セン
サの場合にも、感圧センサの出力を表示システム６に送信し、眼用装着具２が装着された
状態にあるかどうかの判定は、表示システム６で行うようにしてもよい。
【実施例４】
【０１１５】
　本実施形態の別の実施例について説明する。本実施例では、眼用装着具はレーザー安全
ゴーグルであり、レーザー安全ゴーグルの耳掛け部と鼻パッド部分に感圧センサが、鼻パ
ッド近傍にカメラがそれぞれ設けられている。感圧センサでは圧力を、カメラでは虹彩の
画像を、それぞれ取得して、圧力と虹彩の判定結果から、使用が許可された操作者が装着
しているかどうかを検出する。そして許可された操作者が装着した状態であると判定した
場合に、レーザー安全ゴーグルの情報を表示システムに送信し、そのレーザー安全ゴーグ
ルに適したカラーマップに設定して表示することができる。本実施例では輝度の設定は行
わないものとする。
【０１１６】
　まず、レーザー安全ゴーグルのカメラと感圧センサを動作状態にする。操作者がレーザ
ー安全ゴーグルを装着すると、レーザー安全ゴーグルは操作者が装着していることを検出
し、そのレーザー安全ゴーグルについて装着具情報を表示システムに送信する。次に、表
示システムは、受信した装着具情報に応じて、レーザー安全ゴーグルに対するカラーマッ
プを用いて、ディスプレイ上のカラーマップの設定を行う。カラーマップが変更されると
、その変更を反映させた表示を行う。カラーマップの作成は、ディスプレイの発光スペク
トル、レーザー安全ゴーグルの透過スペクトルを用いて行う。ＨＳＶ色空間を１００００
色になるように分割する。それぞれの色に対して、ディスプレイの発光スペクトル、レー
ザー安全ゴーグルの透過スペクトル、ＣＩＥ標準等色関数を掛け合わせる。そのカラーマ
ップから、同じ色を除去し、１０００色を抽出する。その１０００色を用いて、表示シス
テムのＵＩの色と、画像表示部分の色を決定する。
【０１１７】
　本実施例では、操作者が眼用装着具を装着すると、眼用装着具が装着を検出し、装着具
情報を装着具情報受信部に送信する。そして、表示システムは、受信した眼用装着具情報
に基づいて表示システムのカラーマップをその眼用装着具の色に対応するカラーマップに
変更して表示する技術を提供することができる。
【０１１８】
　このようにすることで、装着したことを検出可能な眼用装着具を装着した際に、ハンズ
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フリーでディスプレイの輝度やカラーマップが設定できる。本実施例においても、レーザ
ー安全ゴーグルの色を通してタブレットなどのＵＩを見た場合でも、色の混合によって生
じる視認性の低下を抑制し、タブレット上のＵＩを容易に操作することができる。
【０１１９】
　［実施形態４］
　上述した各実施形態では、眼用装着具の装着状態を示す装着情報に加えて、眼用装着具
の光透過部の色に関する情報を情報取得部に入力する場合を説明した。しかし、眼用装着
具の光透過部の色に関する情報を表示システムに入力しない構成とすることもできる。
【０１２０】
　操作者が着用する眼用装着具があらかじめ決まっている場合には、眼用装着具の着用時
に適用するカラーマップと、眼用装着具の非着用時に適用するカラーマップを用意してお
けばよい。表示システムは、眼用装着具の装着状態を示す装着情報に基づいて、どちらの
カラーマップを適用するか決定すればよい。本実施形態によれば、操作者が光透過部の色
情報を入力する負荷を低減でき、さらに、表示システムが幾通りもの透過部の色に応じた
カラーマップを記憶していく容量や、算出する時間を低減することができる。輝度につい
ても同様である。
【０１２１】
　本実施形態において、表示システムは、他の実施形態で説明したような手法で装着情報
を取得することができる。
【０１２２】
　［その他の実施形態］
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した各実施形
態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム
或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータにおける１つ以上のプロセ
ッサがプログラムを読み出して実行する処理でも実現可能である。また、１以上の機能を
実現する回路（例えば、ＦＰＧＡやＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【０１２３】
　上述した各実施形態に係る表示システムは、眼用装着具の装着状態を示す装着情報に基
づいて、表示画面の輝度およびカラーマップの少なくとも一方を設定するものである。つ
まり、表示システムの制御方法としては、眼用装着具の装着情報の入力に基づいて、表示
画面の輝度及びカラーマップの少なくとも一方を設定するものである。
【０１２４】
　実施形態１に係る表示システムでは、操作者が自ら装着情報を表示システムに入力する
。実施形態２に係る表示システムでは、表示システムが装着情報取得部としての撮像部を
備え、取得したカメラ画像から、眼用装着具の装着情報を取得する。実施形態３に係る表
示システムでは、眼用装着具から送信された装着情報を受信する。実施形態４では、どの
ような手法で装着情報を取得しても良い。
【０１２５】
　また、実施形態１から実施形態３に係る表示システムは、装着情報に加えて眼用装着具
の持つ有色の光透過部の色に関する情報を取得することで、その情報に基づいて表示画面
の輝度およびカラーマップの少なくとも一方を設定する。実施形態４に係る表示システム
は、操作者が利用する眼用装着具があらかじめ決まっている場合に、装着情報のみから表
示画面の輝度及びカラーマップの少なくとも一方を設定する。
【０１２６】
　実施形態３に係る眼用装着具は、眼用装着具の装着状態を示す装着情報を送信する送信
部を持つ。さらに、撮像部や感圧センサ等の装着検知部を備えていてもよい。また、装着
情報の他に、光透過部の色に関する情報を送信しても良い。
【０１２７】
　上記の通り、本発明の各実施形態によれば、眼用装着具を装着した際に、表示画面を見
た場合でも、色の混合によって生じる視認性の低下を抑制し、ＵＩを容易に操作すること
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【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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